
「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保

等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を

行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
」
に
よ
り
、
令
和

元
年
10
月
１
日
か
ら
消
費
税
率
が

８
％
か
ら
10
％
に
引
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
伴
い
、
水
道
料
金
に
つ

き
ま
し
て
も
、
令
和
元
年
10
月
１
日

使
用
分
か
ら
消
費
税
率
10
％
で
ご
請

求
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ
し
、

令
和
元
年
10
月
１
日
よ
り
前
か
ら
継

続
し
て
水
道
を
ご
使
用
し
て
い
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
の
適
用

が
ご
ざ
い
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
企
業
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

水
道
メ
ー
タ
は
、
計
量
法
に
よ
り
、

８
年
間
の
有
効
期
限
が
定
め
ら
れ
て

お
り
、
本
企
業
団
で
は
、
有
効
期
限

満
了
前
に
新
し
い
水
道
メ
ー
タ
へ
の

取
替
え
を
順
次
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
お
客
さ
ま
に
は
事
前

に
「
水
道
メ
ー
タ
取
替
の
お
知
ら
せ
」

を
検
針
時
ま
た
は
郵
送
で
配
布
し
て

い
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
の
取
替
え
は
、
愛
知

中
部
水
道
企
業
団
指
定
工
事
店
協
同

組
合
ま
た
は
（
一
財
）
愛
知
中
部
水

道
企
業
団
水
道
サ
ー
ビ
ス
協
会
が
行

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
身
分
証
明
書
を

携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
不
審
に

思
わ
れ
た
場
合
は
、
身
分
証
明
書
の

提
示
を
お
求
め
く
だ
さ
い
。
な
お
、

身
分
証
明
書
の
見
本
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

立
ち
会
い
や
取
替
日
の
事
前
予
約

等
を
ご
希
望
の
場
合
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

水
道
メ
ー
タ
の
取
替
え
後
、
一
時

的
に
空
気
や
濁
り
水
な
ど
が
出
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
少
し
水
を
流

し
て
か
ら
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

①
メ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
車
や
物

を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

②
ペ
ッ
ト
は
出
入
口
や
メ
ー
タ
ボ
ッ

ク
ス
か
ら
離
し
て
く
だ
さ
い
。

11
月
３
日
（
日
）
に
豊
明
市
と
み

よ
し
市
、
10
日
（
日
）
に
東
郷
町
と

長
久
手
市
、
17
日
（
日
）
に
日
進
市

で
行
わ
れ
る
産
業
ま
つ
り
に
今
年
も

参
加
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

本
企
業
団
の
水
道
事
業
お
よ
び
上

流
域
と
結
ん
で
い
る
森
林
整
備
協
定

を
お
客
さ
ま
に
広
く
知
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
主
な
目
的
で
す
。

例
年
と
同
様
、
今
年
も
木
曽
川
上

流
域
団
体
で
あ
る
木
曽
広
域
連
合
と

と
も
に
参
加
し
ま
す
。
本
企
業
団
の

ブ
ー
ス
で
は
、
１
円
で
で
き
る
ゲ
ー

ム
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
１
円
ゲ
ー

ム
は
、
お
客
さ
ま
に
水
道
使
用
量
１

立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
１
円
を
い
た

だ
い
て
い
る
「
水
道
水
源
環
境
保
全

基
金
」
に
ち
な
ん
で
い
ま
す
。

み
な
さ
ま
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

６
月
８
日
、
85
名
の
方
に
ご
参
加

い
た
だ
き
、
長
野
県
木
曽
郡
木
曽
町

三
岳
に
て
、
第
25
回
『
水
源
の
森
応

援
隊
』
森
林
整
備
活
動
を
実
施
し
ま

し
た
。

当
日
は
長
野
県
植
樹
祭
に
参
加
し

Q
太
で
す
。

早
い
も
の
で
10
月
に
な
り
ま

し
た
。

夏
の
暑
さ
が
過
ぎ
て
だ
ん
だ

ん
涼
し
く
な
る
と
、
も
み
じ
の

き
れ
い
な
季
節
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
も
み
じ
を
表
す

漢
字
に
は
、
紅
葉
の
ほ
か
に
、

黄
葉
と
椛
が
あ
る
こ
と
を
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。
黄
葉
は
、
イ

チ
ョ
ウ
な
ど
、
葉
の
色
が
黄
色

く
な
る
植
物
に
対
し
て
使
う
漢

字
で
、
椛
は
、
葉
が
花
の
よ
う

に
色
づ
く
木
や
、
樹
木
の
樺
（
か

ば
）
の
意
味
で
使
わ
れ
る
日
本

生
ま
れ
の
漢
字
だ
そ
う
で
す
。

み
な
さ
ま
も
、
葉
の

色
か
ら
秋
を
感
じ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

編
集
後
記

た
総
勢
１
２
０
０
名
で
、
カ
ラ
マ
ツ

５
６
０
０
本
を
植
樹
し
ま
し
た
。

午
前
中
の
植
樹
で
は
、
雨
の
降
る

時
間
帯
も
あ
り
ま
し
た
が
、
苗
木
を

持
っ
て
み
な
さ
ま
が
協
力
し
て
作
業

を
さ
れ
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

午
後
は
、
現
地
ガ
イ
ド
の
案
内
の

も
と
、
油
木
美
林
を
散
策
し
ま
し

た
。
森
林
の
中
は
、
木
々
の
緑
が
雨

上
が
り
の
光
陽
で
輝
き
、
私
た
ち
の

水
源
地
域
の
自
然
豊
か
な
美
し
い
姿

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

森
林
整
備
活
動
は
、
水
源
地
の
自

然
環
境
を
保
護
す
る
た
め
に
も
、
重

要
な
活
動
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
豊
か
な
森
林
を
つ
く

り
、
水
源
を
守
り
続
け
ら
れ
る
よ
う

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

安土桃山時代から江戸時代にかけて、人口増加に伴い、
生活用水の確保と防火上からも上水が必要となり、人工の
水路で導水する施設が布設されるようになりました。
1590年（天正18年）に徳川家康が江戸に入府したのち、
飲用を目的とした最初の水道として神田上水が作られ、20
㎞余りを導水して、三代家光の頃までには完成しています。
江戸の上水は、末端では木や竹でできた水道管が使われ、
上水井戸へと導かれました。

神田上水石樋
●昭和60年代に発掘され
た神田上水遺跡の一部
を移築・復元したもの。
●神田上水は、玉川上水と
ともに江戸の二大上水
として知られ、江戸の北
東部に給水していた。

～昔の水道設備を紹介～

神田上水石樋（復元）
（東京都水道歴史館）

参考文献：厚生省生活衛生水道環境部水道整備課編（1990）『水道制度百年史』タイヨー出版
協力：東京都水道歴史館
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●①取替費用は無料です。
　水道メータの取替えに際して、お
客さまの費用負担はありません。
●②立ち会いは不要です。
　作業前にお声掛けさせていただきま
すが、ご不在でも作業させていただ
く場合がありますのでご了承ください。
●③取替時に20分程度断水します。
　水道メータの口径等の状況により、
それ以上の時間を要する場合もあり
ます。

消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う

水
道
料
金
の
ご
請
求
額
変
更

に
つ
い
て

▼
お
問
い
合
わ
せ
先　
営
業
課
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No.70お客さまに、より良いサービスを提供できるよう
日々業務に取り組んでいます。

植樹および森林散策の様子



議案第５号 愛知中部水道企業団給水条例の一部を改正する条例について
議案第６号 愛知中部水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例について
議案第７号 平成30年度愛知中部水道企業団会計利益処分及び決算の認定について

令和元年第２回愛知中部水道企業団議会定例会が７月29日に開催され提
出議案３件が原案どおり可決されました。

●お問い合わせ先　総務課　0561（38）0036

企 業 団 議 会 か ら

◆給水人口 322,863 人 ◆給水戸数 132,374 戸 ◆年間総配水量　34,580,745 ㎥

令和元年第２回愛知中部水道企業団議会定例会が７月29日に開催され、平成30年度決算が認定されました。

●お問い合わせ先　 経営企画課　0561（76）0072

平成 30 年度　決算報告

施設の
減価償却費
29.20 円

（19.1%）

人件費
16.39 円

（10.7%）

借入金の支払利息
2.14 円（1.4%）

水道施設の維持管理費
39.69 円（26.0%）

県営水道の
購入費
65.48 円

（42.8%）
１㎥当たり
152.90 円

○安全でおいしい水を安定的にお届け
　するために、１㎥ 当たりにかかる費用

資金不足比率の公表について

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、
資金不足比率を公表します。
　資金不足比率とは、資金不足額が事業規模（料金収入）
に対してどの程度の割合かを表す比率であり、その比率が
経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を
策定することが義務付けられています。
　平成30年度決算に基づき算定された資金不足比率は、以
下のとおり、経営健全化基準を下回っており、健全な経営
状況といえます。今後も健全な経営状況を維持するよう努
めていきます。

*資金不足額がないため、資金不足比率を「－％」と表示しています。

指　標
資金不足比率

経営健全化基準
20.0％

愛知中部水道企業団の比率
－％*

支出総額
5,866,736

収入総額
6,983,379

支出総額
3,479,916

収入総額
862,322

収益的収支資本的収支 消費税を含む
〔単位：千円〕

消費税を除く
〔単位：千円〕

水道施設を整備するための経費とその財源

その他収入
1,146,700

水道料金収入
5,836,679

ご家庭に給水するための経費とその財源

施設の減価償却費
1,803,002

県営水道の購入費
2,150,963

人件費
538,342

水をお届けするための
施設の維持管理費

1,304,044

純利益
1,116,643

震災対策事業などの
支出の財源に充てる
ために積み立てます。

借入金の支払利息 70,385

工事負担金
636,635

県からの補助金
221,506

固定資産売却代金
4,181

不足額
2,617,594

収支不足額は、収益
的収支で発生した純
利益の積立や減価償
却費等現金支出を伴
わずに、内部に留保
されている資金など
で補てんしました。

（単位：千円）

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

震災対策事業や老朽管
更新事業などの施設の
改良に要する費用

2,959,051

その他の支出
203,369

借入金の返済
317,496

災害に備えて

応急給水拠点の確認

飲み水の備蓄

災害により水道管が破損すると、みなさまへ
十分に水道水を送ることができなくなる可能性
があります。
こうしたときに慌てることがないよう、日頃
から災害に備えましょう。

応急給水体制が整うと、各市町で指定された
避難場所のうち、小学校・中学校を中心に応急
給水拠点が開設されます。
応急給水拠点とは、断水が起きたとき、みな
さまに飲み水の供給を行
う場所です。あらかじめ
家の近くの応急給水拠点
とその経路を確認してお
きましょう。

応急給水活動が始まるまで、水が手に入らないという事態が起こ
ることが予想されますので、飲み水を備蓄しましょう。
人間が生命を維持するために必要な飲み水の量は、「１人１日３リッ
トル程度」と言われています。応急給水活動が始まるまでの、３日分
（可能であれば７日分※）の飲み水を備蓄しましょう。
※大規模災害が発生したときには、通常の災害よりも広い範囲で被害を受け、
応急給水活動の体制が整うまでに時間がかかる恐れがあります。そのため、
国の呼びかけでは、可能であれば７日分の備蓄をすることが望ましいとし
ています。

応急給水拠点の場所は、本企業団ホームページに掲載していますので、ご確
認ください。
ホームページ http://www.suidou-aichichubu.or.jp
　（トップページ⇒お客さまへ⇒災害への対応⇒災害時の応急給水拠点）

ホームページ　http://www.suidou-aichichubu.or.jp　 Ｅメール soumu01@suidou-aichichubu.or.jp愛知中部水道企業団  TEL 0561（38）0030（代表）　　使用開始・中止受付ダイヤル  TEL 0561（37）0141
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No.70平成30年度の資金不足比率は、経営健全化基準を下回っており、
健全な経営状態といえます。いざという時のために、日頃からの備えと心構えが大切です。



議案第５号 愛知中部水道企業団給水条例の一部を改正する条例について
議案第６号 愛知中部水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例について
議案第７号 平成30年度愛知中部水道企業団会計利益処分及び決算の認定について

令和元年第２回愛知中部水道企業団議会定例会が７月29日に開催され提
出議案３件が原案どおり可決されました。

●お問い合わせ先　総務課　0561（38）0036

企 業 団 議 会 か ら

◆給水人口 322,863 人 ◆給水戸数 132,374 戸 ◆年間総配水量　34,580,745 ㎥

令和元年第２回愛知中部水道企業団議会定例会が７月29日に開催され、平成30年度決算が認定されました。

●お問い合わせ先　 経営企画課　0561（76）0072

平成 30 年度　決算報告

施設の
減価償却費
29.20 円

（19.1%）

人件費
16.39 円

（10.7%）

借入金の支払利息
2.14 円（1.4%）

水道施設の維持管理費
39.69 円（26.0%）

県営水道の
購入費
65.48 円

（42.8%）
１㎥当たり
152.90 円

○安全でおいしい水を安定的にお届け
　するために、１㎥ 当たりにかかる費用

資金不足比率の公表について

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、
資金不足比率を公表します。
　資金不足比率とは、資金不足額が事業規模（料金収入）
に対してどの程度の割合かを表す比率であり、その比率が
経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を
策定することが義務付けられています。
　平成30年度決算に基づき算定された資金不足比率は、以
下のとおり、経営健全化基準を下回っており、健全な経営
状況といえます。今後も健全な経営状況を維持するよう努
めていきます。

*資金不足額がないため、資金不足比率を「－％」と表示しています。

指　標
資金不足比率

経営健全化基準
20.0％

愛知中部水道企業団の比率
－％*

支出総額
5,866,736

収入総額
6,983,379

支出総額
3,479,916

収入総額
862,322

収益的収支資本的収支 消費税を含む
〔単位：千円〕

消費税を除く
〔単位：千円〕

水道施設を整備するための経費とその財源

その他収入
1,146,700

水道料金収入
5,836,679

ご家庭に給水するための経費とその財源

施設の減価償却費
1,803,002

県営水道の購入費
2,150,963

人件費
538,342

水をお届けするための
施設の維持管理費

1,304,044

純利益
1,116,643

震災対策事業などの
支出の財源に充てる
ために積み立てます。

借入金の支払利息 70,385

工事負担金
636,635

県からの補助金
221,506

固定資産売却代金
4,181

不足額
2,617,594

収支不足額は、収益
的収支で発生した純
利益の積立や減価償
却費等現金支出を伴
わずに、内部に留保
されている資金など
で補てんしました。

（単位：千円）

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

震災対策事業や老朽管
更新事業などの施設の
改良に要する費用

2,959,051

その他の支出
203,369

借入金の返済
317,496

災害に備えて

応急給水拠点の確認

飲み水の備蓄

災害により水道管が破損すると、みなさまへ
十分に水道水を送ることができなくなる可能性
があります。
こうしたときに慌てることがないよう、日頃
から災害に備えましょう。

応急給水体制が整うと、各市町で指定された
避難場所のうち、小学校・中学校を中心に応急
給水拠点が開設されます。
応急給水拠点とは、断水が起きたとき、みな
さまに飲み水の供給を行
う場所です。あらかじめ
家の近くの応急給水拠点
とその経路を確認してお
きましょう。

応急給水活動が始まるまで、水が手に入らないという事態が起こ
ることが予想されますので、飲み水を備蓄しましょう。
人間が生命を維持するために必要な飲み水の量は、「１人１日３リッ
トル程度」と言われています。応急給水活動が始まるまでの、３日分
（可能であれば７日分※）の飲み水を備蓄しましょう。
※大規模災害が発生したときには、通常の災害よりも広い範囲で被害を受け、
応急給水活動の体制が整うまでに時間がかかる恐れがあります。そのため、
国の呼びかけでは、可能であれば７日分の備蓄をすることが望ましいとし
ています。

応急給水拠点の場所は、本企業団ホームページに掲載していますので、ご確
認ください。
ホームページ http://www.suidou-aichichubu.or.jp
　（トップページ⇒お客さまへ⇒災害への対応⇒災害時の応急給水拠点）

ホームページ　http://www.suidou-aichichubu.or.jp　 Ｅメール soumu01@suidou-aichichubu.or.jp愛知中部水道企業団  TEL 0561（38）0030（代表）　　使用開始・中止受付ダイヤル  TEL 0561（37）0141
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No.70平成30年度の資金不足比率は、経営健全化基準を下回っており、
健全な経営状態といえます。いざという時のために、日頃からの備えと心構えが大切です。



「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保

等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を

行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
」
に
よ
り
、
令
和

元
年
10
月
１
日
か
ら
消
費
税
率
が

８
％
か
ら
10
％
に
引
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
伴
い
、
水
道
料
金
に
つ

き
ま
し
て
も
、
令
和
元
年
10
月
１
日

使
用
分
か
ら
消
費
税
率
10
％
で
ご
請

求
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ
し
、

令
和
元
年
10
月
１
日
よ
り
前
か
ら
継

続
し
て
水
道
を
ご
使
用
し
て
い
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
の
適
用

が
ご
ざ
い
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
企
業
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

水
道
メ
ー
タ
は
、
計
量
法
に
よ
り
、

８
年
間
の
有
効
期
限
が
定
め
ら
れ
て

お
り
、
本
企
業
団
で
は
、
有
効
期
限

満
了
前
に
新
し
い
水
道
メ
ー
タ
へ
の

取
替
え
を
順
次
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
お
客
さ
ま
に
は
事
前

に
「
水
道
メ
ー
タ
取
替
の
お
知
ら
せ
」

を
検
針
時
ま
た
は
郵
送
で
配
布
し
て

い
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
の
取
替
え
は
、
愛
知

中
部
水
道
企
業
団
指
定
工
事
店
協
同

組
合
ま
た
は
（
一
財
）
愛
知
中
部
水

道
企
業
団
水
道
サ
ー
ビ
ス
協
会
が
行

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
身
分
証
明
書
を

携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
不
審
に

思
わ
れ
た
場
合
は
、
身
分
証
明
書
の

提
示
を
お
求
め
く
だ
さ
い
。
な
お
、

身
分
証
明
書
の
見
本
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

立
ち
会
い
や
取
替
日
の
事
前
予
約

等
を
ご
希
望
の
場
合
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

水
道
メ
ー
タ
の
取
替
え
後
、
一
時

的
に
空
気
や
濁
り
水
な
ど
が
出
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
少
し
水
を
流

し
て
か
ら
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

①
メ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
車
や
物

を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

②
ペ
ッ
ト
は
出
入
口
や
メ
ー
タ
ボ
ッ

ク
ス
か
ら
離
し
て
く
だ
さ
い
。

11
月
３
日
（
日
）
に
豊
明
市
と
み

よ
し
市
、
10
日
（
日
）
に
東
郷
町
と

長
久
手
市
、
17
日
（
日
）
に
日
進
市

で
行
わ
れ
る
産
業
ま
つ
り
に
今
年
も

参
加
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

本
企
業
団
の
水
道
事
業
お
よ
び
上

流
域
と
結
ん
で
い
る
森
林
整
備
協
定

を
お
客
さ
ま
に
広
く
知
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
主
な
目
的
で
す
。

例
年
と
同
様
、
今
年
も
木
曽
川
上

流
域
団
体
で
あ
る
木
曽
広
域
連
合
と

と
も
に
参
加
し
ま
す
。
本
企
業
団
の

ブ
ー
ス
で
は
、
１
円
で
で
き
る
ゲ
ー

ム
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
１
円
ゲ
ー

ム
は
、
お
客
さ
ま
に
水
道
使
用
量
１

立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
１
円
を
い
た

だ
い
て
い
る
「
水
道
水
源
環
境
保
全

基
金
」
に
ち
な
ん
で
い
ま
す
。

み
な
さ
ま
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

６
月
８
日
、
85
名
の
方
に
ご
参
加

い
た
だ
き
、
長
野
県
木
曽
郡
木
曽
町

三
岳
に
て
、
第
25
回
『
水
源
の
森
応

援
隊
』
森
林
整
備
活
動
を
実
施
し
ま

し
た
。

当
日
は
長
野
県
植
樹
祭
に
参
加
し

Q
太
で
す
。

早
い
も
の
で
10
月
に
な
り
ま

し
た
。

夏
の
暑
さ
が
過
ぎ
て
だ
ん
だ

ん
涼
し
く
な
る
と
、
も
み
じ
の

き
れ
い
な
季
節
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
も
み
じ
を
表
す

漢
字
に
は
、
紅
葉
の
ほ
か
に
、

黄
葉
と
椛
が
あ
る
こ
と
を
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。
黄
葉
は
、
イ

チ
ョ
ウ
な
ど
、
葉
の
色
が
黄
色

く
な
る
植
物
に
対
し
て
使
う
漢

字
で
、
椛
は
、
葉
が
花
の
よ
う

に
色
づ
く
木
や
、
樹
木
の
樺
（
か

ば
）
の
意
味
で
使
わ
れ
る
日
本

生
ま
れ
の
漢
字
だ
そ
う
で
す
。

み
な
さ
ま
も
、
葉
の

色
か
ら
秋
を
感
じ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

編
集
後
記

た
総
勢
１
２
０
０
名
で
、
カ
ラ
マ
ツ

５
６
０
０
本
を
植
樹
し
ま
し
た
。

午
前
中
の
植
樹
で
は
、
雨
の
降
る

時
間
帯
も
あ
り
ま
し
た
が
、
苗
木
を

持
っ
て
み
な
さ
ま
が
協
力
し
て
作
業

を
さ
れ
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

午
後
は
、
現
地
ガ
イ
ド
の
案
内
の

も
と
、
油
木
美
林
を
散
策
し
ま
し

た
。
森
林
の
中
は
、
木
々
の
緑
が
雨

上
が
り
の
光
陽
で
輝
き
、
私
た
ち
の

水
源
地
域
の
自
然
豊
か
な
美
し
い
姿

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

森
林
整
備
活
動
は
、
水
源
地
の
自

然
環
境
を
保
護
す
る
た
め
に
も
、
重

要
な
活
動
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
豊
か
な
森
林
を
つ
く

り
、
水
源
を
守
り
続
け
ら
れ
る
よ
う

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

安土桃山時代から江戸時代にかけて、人口増加に伴い、
生活用水の確保と防火上からも上水が必要となり、人工の
水路で導水する施設が布設されるようになりました。
1590年（天正18年）に徳川家康が江戸に入府したのち、
飲用を目的とした最初の水道として神田上水が作られ、20
㎞余りを導水して、三代家光の頃までには完成しています。
江戸の上水は、末端では木や竹でできた水道管が使われ、
上水井戸へと導かれました。

神田上水石樋
●昭和60年代に発掘され
た神田上水遺跡の一部
を移築・復元したもの。
●神田上水は、玉川上水と
ともに江戸の二大上水
として知られ、江戸の北
東部に給水していた。

～昔の水道設備を紹介～

神田上水石樋（復元）
（東京都水道歴史館）

参考文献：厚生省生活衛生水道環境部水道整備課編（1990）『水道制度百年史』タイヨー出版
協力：東京都水道歴史館
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●①取替費用は無料です。
　水道メータの取替えに際して、お
客さまの費用負担はありません。
●②立ち会いは不要です。
　作業前にお声掛けさせていただきま
すが、ご不在でも作業させていただ
く場合がありますのでご了承ください。
●③取替時に20分程度断水します。
　水道メータの口径等の状況により、
それ以上の時間を要する場合もあり
ます。

消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う

水
道
料
金
の
ご
請
求
額
変
更

に
つ
い
て
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業
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No.70お客さまに、より良いサービスを提供できるよう
日々業務に取り組んでいます。

植樹および森林散策の様子


